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夕張市中古住宅取得費補助金交付要綱 

 

平成２９年４月１９日 策定  

平成３０年４月 ２日 改定  

 令和 ２年４月 １日 改定  

令和 ３年４月 １日 改定  

令和 ４年４月 １日 改定  

令和 ５年４月 ３日 改定  

令和 ８年４月 １日 改定  

 

（目的） 

第１条 この要綱は、自己の居住の用に供するために夕張市内にある中古住宅を購入した者に対し、補助

金を交付することにより、住宅地に存する中古住宅の流通を促し、コンパクトシティを推進するための

地域への移住・定住の促進を目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

（１） 転入者 補助金申請年度の３年度前の４月１日以降に夕張市に転入し、申請日まで継続して

夕張市に住所を有している者又は夕張市以外に住所を有している者をいう。 

（２） 子 供 申請時に住民票に記載のある１８歳未満の者をいう。 

（３） 取 得 交付決定後、所有権移転登記を完了することをいう。 

（補助金の交付） 

第３条 市長は、中古住宅取得費に係る費用の一部を補助するため、毎年度予算の範囲内で補助金を交付

するものとする。 

（補助対象となる中古住宅） 

第４条 補助対象となる中古住宅は、次の各号の全ての条件に該当するものとする。 

（１） 人が過去に居住したことがある住宅又は建物標題登記の新築年月日から起算して３年以上経

過した住宅。 

（２） 居住専用住宅又は併用住宅で居住部分が過半であること。 

（３） 三親等以内の親族以外が所有していた住宅。 

（４） 別表に掲げる区域内に建設された住宅。 

（５） 昭和５６年６月以降に建築した住宅。 

   （昭和５６年６月１日に導入された、建築基準法に基づく耐震基準に適合している住宅。） 

（６） 取得予定の住宅について、登記原因日が交付決定後以降に行うもの。 

（補助対象者） 

第５条 補助金の交付を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、自らが居住するため中古

住宅を取得する者で、次の各号の全ての条件に該当するものとする。 

（１） 本市の住民として、永住の意思を持って居住し、補助金の交付を受けてから５年以上継続し

て本市の住民基本台帳に記録され、かつ生活の本拠が本市であること。 

（２） 申請者及びその者と同一世帯を構成する者が市町村税（市町村道民税、軽自動車税、固定資

産税、都市計画税）を滞納していないこと。 

（３） 同一年度内において、第８条の規定による交付申請を行い、補助金交付決定日に属する年度
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の２月末日（休日その他の公休日に当たるときは、その翌日）までに、第１２条による完了届

を提出できること。 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、中古住宅を購入する経費とす

る。 

２ 前項に規定する補助対象経費には、次に掲げる費用は含まない。 

 （１） 第４条の補助対象となる中古住宅に附属する柵、塀、植栽の購入に要する費用。 

 （２） 事務手数料及び登記等に要する費用。 

（補助金の額等） 

第７条 中古住宅の取得額の総額が１００万円以上（消費税を除く。以下同じ。）のものに対して交付

し、補助金の額は次のとおりとする。ただし、補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てるものとする。 

（１） 市民が中古住宅を購入した場合は、取得額（消費税を除く）の２５％に相当する額と 

する。ただし、補助金の額が５０万円を超える場合は、５０万円とする。 

（２） 転入者が中古住宅を購入した場合は、取得額（消費税を除く）の３０％に相当する額 

とする。ただし、補助金の額が７５万円を超える場合は、７５万円とする。 

２ 前項の補助金に加え、入居者に子供がいる場合には２５万円を補助する。 

（補助金の交付申請） 

第８条 交付申請者は、別に定める関係書類が整い次第速やかに申請受付期間内に夕張市中古住宅取得費

補助金交付申請書（様式１）を、市長に申請しなければならない。 

２ 前項に規定する交付申請は、次に掲げる書類を提示又は添付しなければならない。 

（１） 申請者と同一世帯を構成する世帯全員の住民票の写し 

（２） 住宅の位置が分かる図面（付近見取図等） 

（３） 第４条（２）の居住専用住宅又は併用住宅とわかる図面・写真等 

（４） 取得する中古住宅の建設年度がわかる書類 

（５） 売買契約書の写し 

（６） 市町村税の納付状況を証する書類及び当該調査同意書（様式 10） 

（補助金の交付決定） 

第９条 市長は前条に規定する申請を受けたときは、当該申請内容の審査等を行った上で、補助金交付の

可否を決定し、夕張市中古住宅取得費補助金交付決定（却下）通知書（様式２）により交付申請者に通

知しなければならない。 

２ 市長は、前項の交付決定の際に必要と判断したときは、補助金交付の決定について条件を付すること

ができる。 

（補助金の変更等） 

第１０条 前条により補助金交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、次の各号のいず

れかに該当する変更が生じたときは、夕張市中古住宅取得費補助金交付申請変更届（様式３）に別に定

める関係書類を添えて、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。 

（１）取得予定住宅の場所に変更が生じたとき 

（２）前１号に掲げるもののほか、市長が必要と判断したとき 

２ 市長は前項に規定する届け出を受けたときは、当該届け出内容の審査等を行った上で、その適否を判

断し、夕張市中古住宅取得費補助金交付決定変更承認（却下）通知書（様式４）により交付決定者に通
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知しなければならない。 

（補助金の交付申請の辞退） 

第１１条 交付決定者が補助金の交付申請を辞退するときは、夕張市中古住宅取得費補助金交付申請辞退

届（様式５）により、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。 

（完了届等） 

第１２条 交付決定者は、取得が完了したときは、夕張市中古住宅取得費補助金交付完了届（様式６）に

関係書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定する届け出の提出は、原則として、補助金交付決定日の属する年度の２月末日（休日その

他の公休日に当たるときは、その翌日）までに行うものとする。 

（補助金交付額の確定等） 

第１３条 市長は、前条に規定する届け出を受けたときは、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件

に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、夕張市中古住宅取得費補助金交付額確定通

知書（様式７）により交付決定者に通知するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１４条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を取

り消すことができる。 

（１） 補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に反したとき 

（２） 虚偽、その他不正な手段により補助金交付の決定を受けたとき 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき 

２ 市長は、前項の規定に基づく取り消しを行うときは、夕張市中古住宅取得費補助金交付決定取消通知

書（様式８）により、交付決定者に通知しなければならない。 

（補助金の返還） 

第１５条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付し

ていたときは、夕張市中古住宅取得費補助金返還命令書（様式９）により、期限を定めて返還を命じる

ものとする。 

２ 前項の規定により、補助金の返還を命じられた市民は、指定された期日までに補助金を返還しなけれ

ばならない。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付について必要な自己は、市長が別に定める。 

 

別表（第４条関係） 

 夕張市社光の一部、住初の一部、本町１丁目～６丁目の一部、旭町の一部、末広１丁目～２丁目の一

部、昭和の一部、鹿の谷山手町の一部、鹿の谷１丁目～３丁目の一部、鹿の谷東丘の一部、常盤の一

部、若菜の一部、千代田の一部、日吉の一部、平和の一部、清水沢１丁目～３丁目の一部、清水沢清栄

町の一部、清水沢宮前町、南清水沢１丁目～４丁目の一部、清水沢清陵町の一部、沼ノ沢の一部、紅葉

山の一部の都市計画法による用途地域内又は夕張市まちづくりマスタープランで設定する生産地区内。 

（別添区域図参照） 

 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１９日から施行する。 

 この要綱は、平成３０年４月 ２日から施行する。 
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 この要綱は、令和 ２年４月 １日から施行する。 

この要綱は、令和 ３年４月 １日から施行する。 

この要綱は、令和 ４年４月 １日から施行する。 

この要綱は、令和 ５年４月 ３日から施行する。 

この要綱は、令和 ８年４月 １日から施行する。 


